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1 はじめに 

KDDI は地球温暖化対策の視点から、CO2 排出量の削減に向けた取り組みを行っています。CO2

排出量の削減には、省エネルギー性能の優れた機器の導入による省エネルギー化を実施することが

効果的であり、今般、具体的な省電力機器の調達基準を記したグリーン調達ガイドラインを定め、本

調達ガイドラインに基づく調達活動を実践することにより、CO2 排出量の削減の取り組みを更に促進

させることとしました。お取引先の皆様の一層のご理解と、ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げ

ます。 

 

2 調達ガイドラインの目的 

本調達ガイドラインは、KDDI がお取引先の皆様に対して、KDDI が求める省エネルギー性能の評

価基準を定めたものです。KDDIが求める基準を満たす省エネ機器の導入を促進することを目的とし

ます。 

3 適用範囲 

KDDI が提供するサービスにおいて使用する通信機器、端末機器、空調機、電源設備、照明設備

等の事業用設備・施設、お客様に提供する各種モデム等の宅内機器(以下｢対象機器｣と呼びま

す)を対象とします。 

4 用語の定義 

1. ICT分野におけるエコロジーガイドライン 

総務省｢情報通信分野におけるエコロジー対応に関する研究会｣の報告書(平成21年6月2日)を受

け、ICT分野におけるエコロジーガイドライン協議会が定めた｢ICT分野におけるエコロジーガイドライン｣

のこと。ICT機器等の省エネ指標の評価方法・基準値とエコICTマークの取得条件が纏められていま

す。 

 

2. トップランナー基準 

エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)に基づき、経済産業省｢総合エネルギー調査

会｣が定めた基準。判断基準小委員会によって具体的な基準が審議されるが、委員会は公開で、

審議内容、資料が経済産業省のホームページに公開されています。 



 

5 取り組み方針 

5.1 機器の評価基準 

1． 対象機器の具体的な評価基準の定め方については、最新の「ICT 分野におけるエコロジーガイド

ライン」にて定めている機器を対象とし、同ガイドラインに定める基準値とします。ただし、「基準値の

実現時期の目安」以前のものについてはその限りではありません。 

2． 1.に該当しない機器で、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」に基づくトップランナー基

準などの公的基準が定められている場合には、その評価基準を準用します。 

上述のような公的基準等が定められていない機器については、お取引先の皆様から提供される情報

等、もしくは第三者機関により公開されているデータ等を考慮しながら、より省エネルギー性能の高い

機器の調達に努めます。 

 

5.2 位置付け、運用 

1．本調達ガイドラインは、全てのお取引において適用し、可能な限り適応すべき目標値として位置付

けます。（「ICT分野におけるエコロジーガイドライン」の基準値を利用する場合は可能な限り高いラ

ンク） 

但し、あくまで可能な限り適応すべき目標値であり、絶対条件ではありません。 

2． お取引いただく際に本調達ガイドラインへの適応状況をKDDIに提出いただきます。また、機器が

稼動している間に見込まれる消費電力をKDDIに提出いただきます。 

 

5.3 見直し 

1． 地球温暖化対策に関する社会状況の変化、サービスの提供状況、対象機器の普及状況、技

術動向等を踏まえ、適時見直しを行うものとします。 

 

以上 



 

改版履歴 

 

版数 年月日 改版内容 

1.0 2010/2/5 初版制定 

1.1 2010/4/6 6.6.1 サーバ (3)基準値 《アイドル状態の基準値》の誤記訂正 

1.2 2010/9/29 

6.7.1 エネルギー評価式変更（COP→APF)及び評価式変更に伴う基

準値の見直し、冷房専用空調機の基準の追加 

6.8.1 機器の進化に対応した基準値の見直し 

2.0 2011/4/1 

4. エコ協ガイドラインの URL を記載 

6.1.1 「ICT 分野におけるエコロジーガイドライン」を参照する記述に修

正。 

6.2.1  「ICT 分野におけるエコロジーガイドライン」を参照する記述に修

正。 

6.2.4  「ICT 分野におけるエコロジーガイドライン」を参照する記述に修

正。 

6.3.2  「ICT 分野におけるエコロジーガイドライン」を参照する記述に修

正。 

6.4.6  「ICT 分野におけるエコロジーガイドライン」を参照する記述に修

正。 

6.6.1  「ICT 分野におけるエコロジーガイドライン」を参照する記述に修

正。 

6.6.2  「ICT 分野におけるエコロジーガイドライン」を参照する記述に修

正。 

6.8.3  「ICT 分野におけるエコロジーガイドライン」を参照する記述に修

正。 

6.8.4  「ICT 分野におけるエコロジーガイドライン」を参照する記述に修

正。 

6.13.1  LTE基地局を新たに追加。 

3.0 2017/4/1 
対象機器を「ICT分野におけるエコロジーガイドライン」及び、トップランナー

基準に記載されている機器とするよう全面修正。 

 

 


